
平成 20 年 12 月 24 日 
障害福祉サービス事業者 
障害者支援施設 

 
 

全国標準システムへの介護給付費等請求に伴う警告【EG26】に係る過誤申立について 
 

寒冷の候 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 日ごろから、本市障害者福祉行政にご協力いただき厚く御礼申し上げます。 
さて、全国標準システムによる介護給付費等の請求が始まり１年が過ぎました。平成 20 年 9 月から

は、エラーだけでなく警告についても「点検処理票」により神奈川県国保連より通知が届いていること

と思います。 
そこで、平成 20 年 12 月請求分から、点検処理票にて【EG26】の警告が出ていて、支払が行われた

請求については、過誤申立をお願いいたします。（平成 20 年 11 月請求分以前の請求については、過誤

が必要な場合個別にご連絡します。） 
 地域生活支援事業にも利用者負担が発生する場合は、地域生活支援事業者へも過誤申立を行うようご

連絡をお願いいたします。（本市助成前の金額でご確認をお願いします） 
（明細書に他のエラーが出るなど、支払が行われていない場合は、過誤申立は不要です。他のエラーを

修正するとともに、利用者負担上限月額欄の修正をして、請求をお願いいたします。） 
 
【EG26】とは、「受給者台帳記載の利用者負担上限月額と一致しません」というメッセージです。簡易

入力システム等の「受給者情報」の中の「利用者負担上限月額」に入力された金額が、「受給者証の利

用者負担上限月額」の金額と一致していないときに出る警告です。 
 
【EG26】発生時のよくある誤り 
・ 簡易入力システムの受給者情報で、利用者負担上限月額の欄に、国基準の額でなく、市町村助成後

の額（0 円）を入力している 
・ 横浜市では、在宅の低所得１低所得２が助成対象だが、一般１一般２でも市町村助成対象者として

しまい、簡易入力システムの受給者情報で、利用者負担上限月額の欄に、国基準の額でなく、市町

村助成後の額（0 円）を入力している 
・ 金額を間違えている 
 
次項以降に「正しい利用者負担上限月額の入力の方法」及び「正しい横浜市の自治体助成分請求欄の

入力の方法」を記載していますのでご確認をお願いいたします。 
 
 

横浜市健康福祉局障害企画課企画調整係 電話 045-671-3601 
        障害福祉課生活支援係 電話 045-671-2402 
        障害支援課在宅支援係 電話 045-671-2416 
             事業支援係 電話 045-671-3607 
横浜市こども青少年局障害児福祉保健課 電話 045-671-4278 

代表者様 



【正しい利用者負担上限月額の入力の方法】 

例：受給者証（六）面 部分見本 
 

 
 
 
簡易入力システム VER.1.0 の場合 

 
 

１割

利用者負担階層

国基準

利用者負担上限額管理対象者該当の有無 あり

適用期間 平成20年7月1日から平成21年6月30日まで

0円
利用者負担
割合（原則）

利用者負担
上限月額

利用者負担に関する事項

（六）

03

３，０００円
簡易入力システム

等で入力する 
「利用者負担上限

月額」は、「国基準」

の金額を入力して

ください。 

在宅で「利用者負担

階層」欄が 
「02(低所得 1)」又

は「03(低所得 2)」 
の方のみ、横浜市の

利用者負担額助成

が受けられます。 
（「利用者負担上限

月額」欄が 0 円にな

っています。これは、

「助成により最終的

に負担額が 0 円にな

る」という意味で

す。） 

なし 



簡易入力システム VER.2.0 の場合 

 

 
（参考） 
受給者の方が、横浜市の利用者負担助成対象（在宅で「02(低所得 1)」又は「03(低所得 2)」）の方は、

「市町村情報」のところで横浜市の番号も登録をお願いします。 

 

 
 
 
 
 



【正しい横浜市の自治体助成分請求欄の入力の方法】 
※在宅の低所得１・低所得２の人に限ります。簡易入力システムは Ver.1.0 も Ver.2.0 も画面構成は同

じです。 
１ 明細書情報の(1/4)日数情報で、横浜市の番号を入力します。 

 
２ 明細書情報の(3/4)集計情報まで進んだら、利用者負担助成額を入力します。横浜市は、利用者負

担額が 0 円になるように助成するので、「決定利用者負担額」の金額と同額を入力します。 

 

市町村情報に登録済みの横浜市の番号 
「１４１００２」を入力 



３ 明細修正ボタンを押すと、自治体助成分請求額に金額が入ります。 

 
 
４ 明細書情報の(4/4)合計情報に進むと、自治体助成分請求額に助成金額が入っています。 

 

 
 
 
 
 



（参考）様式第３の場合 
１ (1/4)日数情報 

 
 

２ (3/4)集計情報① 金額入力 

 
 

３ (3/4)集計情報② 明細修正ボタンを押した後 

 
 

４ (4/4)合計情報 
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